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　令和３年上半期における高知県内の刑法犯認知件数は1,301件で、前年同時期に比べて
５件減少しました。近年は、数百件単位で認知件数が減少してきましたが、今年の減少幅
はわずかでほぼ横ばいの状況です。包括罪種別（※下記注釈参照）で見ますと、知能犯や
風俗犯等の罪種で減少が見られる一方で、窃盗犯や粗暴犯は増加しました。
　窃盗犯は、万引きなどの非侵入窃盗の認知件数が534件と最も多く、次いで自転車盗な
どの乗り物盗が265件となっています。
　知能犯に分類される特殊詐欺は、上半期の認知件数が11件、被害額が約1,458万円で、
前年同時期に比べて件数・被害額ともに減少しています。しかし、最新の７月末現在では、
認知件数15件、被害額約1,997万円と大きく増加しており、特殊詐欺による被害は、未だ
予断を許さない状況です。　
　高知県内における特殊詐欺の犯行手口は、｢未払いの料金がある｣等と言って、金銭を騙
しとる架空料金請求詐欺、｢融資をするには保証金が必要｣等と言って、金銭を騙しとる融
資保証金詐欺、｢還付金がある｣等と言ってＡＴＭへ誘導し、金銭を振り込ませる還付金詐
欺が多く発生しています。自分一人で考え込まず、家族間、地域間で声を掛け合って、被
害の防止を図っていくことが大切です。

※包括罪種とは、被害法益、犯罪態様等の観点か
ら、類似性の強い罪種を包括した分類名称です。
① 凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等 ② 粗
暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝等 ③ 窃盗犯…窃
盗　④ 知能犯…詐欺、偽造、汚職等　⑤ 風俗犯
…賭博、わいせつ　⑥ その他…上記以外の罪種

特殊詐欺の手口 件数 被害額（約）

オレオレ詐欺 0 0

預貯金詐欺 0 0

架空料金請求詐欺 5 535万円

還付金詐欺 1 200万円 

融資保証金詐欺 4 457万円 

金融商品詐欺 0 0 

ギャンブル詐欺 0 0 

交際あっせん詐欺 0 0 

その他の特殊詐欺 0 0 

キャッシュカード詐欺盗 1 266万円 

令和３年 上半期合計 11 1,458万円 

　 　

令和３年 ７月末合計 15 1,997万円 

（令和３年１月～６月）
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凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 合計

令和３年 6 99 914 46 15 221 1,301 

令和２年 8 93 886 62 21 236 1,306 

上半期の包括罪種別刑法犯認知件数

窃盗犯の内訳 令和３年 令和２年

侵入盗 115 98 

非侵入盗 534 439 

乗り物盗 265 349 

  自動車盗 3 3 

  オートバイ盗 13 7 

  自転車盗 249 339 

総数 914 886 

(件)

(件)



 □ 安全安心まちづくり会報 編集・発行者
　　　高知県安全安心まちづくり推進会議事務局
　
　高知県犯罪のない安全安心まちづくりのページ

　　http://www.pref.kochi.jp/soshiki/141601/anzenanshin-index.html　　

□  問い合わせ先
     高知県文化生活スポーツ部　県民生活課
　 〒780－8570　高知市丸ノ内1丁目2番20号

　  TEL　088-823-9319     FAX　088-823-9879
　  E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp

■問い合わせ先
　高知県警察本部
　生活安全部
　生活安全企画課
　tel　088-826-0110

●２種類の異なる鍵(データの盗難等
　防止用)を設ける。
●管理規程の制定
●防犯カメラを設置している旨の表示

　令和３年８月30日（月）、高知県警察と高知県金融機関防犯連合会が協力し、同連合

会に加盟する金融機関の現金自動預払い機(ＡＴＭ)に、特殊詐欺被害防止啓発用の看板

が設置されました。この看板は、赤外線センサーにより銀行の利用客が来店すると、特

殊詐欺被害防止啓発用の自動音声が流れる仕組みとなっています。

　今年の高知県内における特殊詐欺の被害状況は、還付金詐欺など、無人のＡＴＭへ誘

導され、被害に遭うケースが相次いでいます。営業時間外の店舗や無人のＡＴＭにこの

看板を設置することで、ＡＴＭをご利用の皆さんに注意喚起を促し、特殊詐欺の被害防

止を図ります。

　
　

～
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
に
設
置
さ
れ
た
看
板
～

　

～
ポ
リ
ン
く
ん
が
左
手
に
持
つ
チ
ラ
シ
～

　県警察では、街頭犯罪の発生抑止と子どもの通学路の安全を守るための街頭防犯カメ

ラを設置しようとする団体や市町村を、｢街頭防犯カメラ等設置事業補助金｣で支援して

います(カメラの設置に要する費用の一部を補助)。地域の防犯活動の活性化と安全安心

なまちづくりの実現のため、あなたの町でも防犯カメラを役立ててみませんか。


